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「秋田県版新型コロナ安心システム」とは
～感染拡大の防止にご協力をお願いします～

　秋田県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐことを目的として
ＬＩＮＥ公式アカウント「秋田県－新型コロナパーソナルサポート」の新たな
機能である『秋田県版新型コロナ安心システム』をスタートさせました。
　このシステムは、県内の施設・イベント会場の利用者等を把握することで、
後日、会場内の利用者に感染が判明した場合に必要な情報を速やかに伝
達し、感染拡大を防止するシステムです。施設やイベント会場などに掲示され
たＱＲコードを、ＬＩＮＥアプリを利用して登録することにより、登録者が濃
厚接触の疑いとなった場合のほか、クラスターの発生（おそれを含む）が確
認された場合などの必要がある場合にのみ対象者に通知されるものです。
　感染拡大防止に向け、多くの県民の皆さまのご利用をお願いします。
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施設やイベントごとにWebフォームからQRコードの発行申請を行い、施設の受付や入口等で
掲示してください。

発行申請

①QRコード発行申請&掲示

ＱＲコード発行
掲示

県相談窓口

③もしもの時の秋田県からのお知らせ

同じ施設等の利用者に新型コロナの感染が確認され、
保健所が不特定の方への感染の恐れが高いと判断し
た場合に、対象者に相談窓口のご案内を記載した
LINEメッセージをお送りします。

利用者

②利用者がQRコードを読み取り

利用者は往訪した施設ごと、往訪日ごとにQRコード
を読み取り施設等を登録します。ＱＲコードを読み
取ることで自動的にその施設を利用したことが登録
されます。（情報は秋田県が管理）

秋田県

秋田県

相談等

STAY
HOME!

施設・イベント主催者等

もしもの時に、
LINEメッセージ
でお知らせ

メッセージに
従って相談

対象者

読み取り
登録



「秋田県版新型コロナ安心システム」とは
～よくあるご質問～
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①感染者が施設等を利用していた場合に、施設名や利用日
 などの情報が伝わるのですか？

　利用者に一斉送信するＬＩＮＥメッセージには、施設名、イベント名、利
用日などの情報は記載されません。ただし、クラスター発生等のおそれがある
場合は、秋田県のウェブサイトや報道機関への情報提供により公表すること
があります。

②大型施設や大型イベントの場合も、１つのＱＲコードを
 発行して、入口などに１か所掲示すればよいですか？

　部屋（空間）やフロアなどにより、複数の場所に区分できる場合は、それぞ
れの場所ごとにＱＲコードを分けて発行することで、感染者発生時により詳
細な絞り込みが可能となり、感染拡大防止につながります。利用者の利便性
なども踏まえてご検討ください。例えば、複数のスクリーンがある映画館の場合、
できるだけスクリーンごとにＱＲコードを発行いただくようお願いします。

③利用者にはどのようなメッセージが届くのですか？

　新型コロナウイルスの感染が判明した方が、利用者の登録した施設やイベ
ントを利用していたことのお知らせと、相談窓口のご案内を記載したメッセージ
をお送りします。

④メッセージを受け取った利用者はどうすればよいですか？

　メッセージが届いても、必ずしも感染を意味するものではありませんが、状況
確認のため、症状の有無にかかわらず、メッセージに記載された相談窓口にご
連絡ください。



QRコード発行申請の方法

https://akita.qr.liny.jp/entry
以下のサイトにアクセスして発行申請してください。

申請サイトの登録画面
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下記フォームに情報を入力して登録を行ってください。
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発行申請完了画面
登録後、下記画面からQRコードをダウンロードしてください。

施設・店舗・イベント名

Sample



施設等に３密条件が重なる部屋(空間)が複数ある場合
は部屋ごとにQRコードを発行申請してください。

レストラン 小ホール

大ホール

QRコードB

QRコードC QRコードD

QRコードA
（施設全体用）

入り口に掲示

大型施設等

QRコードの設置について

例２ 階が複数ある店舗等

１階

１階用QRコード

例１

２階

２階用QRコード

例えば、飲食店等ではフロアごとにQRコードを設置すると、
利用者の読み取りをスムーズにできます。

6



QRコードの発行
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QRコードは、以下のチラシのイメージで発行されます。

Sample
Sample



利用にあたっての注意事項
• 発行されたQRコードの下に記載されている

文字コード（アルファベットと数字の組み合わ
せ）は、感染者が発生した場合に秋田県か
ら施設等にお尋ねしますので、紛失しないよ
うに大切に保管してください。 S-0000-00X

• 部屋(空間)ごとにQRコードを分けている場合は、それぞれの部
屋で使うQRコードを途中で入れ替えたりしないでください。

• 発行されたQRコードを不特定多数の方が閲覧できるSNSやイ
ンターネット上に掲載しないでください。

• 施設等の利用者には、滞在中にQRコードを読み取るように案
内をお願いします。
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• 施設等の利用者には、訪問する度にＱＲコードの読み取りを行
うよう促してください。



屋内イベント

　　コンサート、展示会、プロスポーツ、自由参加のセミナーや講演会　など

屋外イベント

　　お祭りや野外フェス　など

利用対象施設・店舗・イベントの例
利用対象施設・店舗・イベントは以下の考え方に基づいています。
不特定多数の方が利用（参加）し、濃厚接触の可能性が想
定される施設・店舗またはイベント

食事提供施設

　　飲食店（居酒屋含む）、料理店、喫茶店　など

劇場等

　　劇場、観覧場、映画館、演芸場　など

集会・展示施設

　　貸会議室、公会堂、展示場、多目的ホール、文化会館　など

博物館等

　　博物館、美術館、図書館　など

運動施設・遊戯施設

　　体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツクラブなどの運動施設
　　マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊戯場

遊興施設

　　キャバレー、ナイトクラブ、場外発売場、バー、
　　カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶　など　　

商業施設

　　ショッピングモール、家電量販店、百貨店　など

施設・店舗

イベント
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お知らせメッセージの送信について

映画館
(追跡困難) ジム

２日前

レストラン
(追跡困難) カラオケ 博物館

(追跡困難)

発症日 １日後 ２日後

    ◆ LINEお知らせメッセージ送信の対象者
    ①不特定の方への感染の恐れが高いと判断された陽性患者と、
    ②同一時間帯に、③その施設等を利用し、④QRコード登録をしている人

陽性
判明

陽性患者の行動歴等を
聞き取り調査し、保健所
が不特定の方への感染の
恐れが高いと判断

接触
情報

１日前

・・・

【重要：秋田県からのお知らせ】※イメージ
 新型コロナウイルスの感染が判明した方が、あなたが登録した施設を利用又は、イベントに参加していました。

・このことが必ずしも、あなたの新型コロナウイルスへの感染を意味するものではありません。
・感染拡大防止のため、お名前や連絡先などをお聞きし、状況確認をいたしますので、次の窓口までお問い合わ
 せください。
 その際、ＬＩＮＥからメッセージが来たことと、次の番号をお伝えいただくと対応がスムーズです。
 ＜メッセージ番号 １＞
　
　＜あきた帰国者・接触者相談センター＞　
　018－866－7050（24時間受付）
　018－895－9176（毎日9時～17時まで受付）
　0570－011－567（毎日9時～21時まで受付）

※秋田県以外の都道府県にお住まいの方は、お住まいの地域の相談窓口にお問い合わせください。

　＜県から皆様へのお願い＞
　　利用された施設名をＳＮＳ等に投稿するなどの行動は決してしないでください。
　　業務妨害等による刑事・民事トラブルとなる可能性があります。 10

秋田県 保健・疾病対策課



利用方法（利用者向け）

①QRコード読み取り
スマートフォンのQRコードリーダ
等を起動し、掲載されている
QRコードを読み取ってください。

※QRコードの読み取り方法は
端末によって異なります。各自
ご確認ください。

③情報取得の同意 ④読み取り完了
「施設を利用された」・「イベント等に参加さ
れた」情報を取得します。「同意する」ボタン
を押してください。

「同意する」ボタンを押すと登録が完了し、
以下のようなメッセージが送信されます。

同じ施設等の利用者に新型コロナウイルス
の感染が確認され、秋田県が不特定の方
への感染の恐れがあると判断した場合には
対象者にLINEメッセージでお知らせします。

②LINE友だち追加
※LINE公式アカウント「秋田県-新型コロナ対策
パーソナルサポート」を友だち追加していない方のみ。

QRコードを読み取ると、友だち追加画面が表示さ
れますので、「追加」ボタンを押してください。
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秋田県-新型コロナ対策パーソナルサポート



よくある質問（Ｑ＆Ａ）

問合せ先

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 12

 
秋田県 健康福祉部 保健・疾病対策課
電話　018－860－1422
時間　8:30～17:15（平日のみ）

事業者向け

https://www.pref.akita.lg.jp/
pages/archive/50948

利用者向け

https://www.pref.akita.lg.jp/
pages/archive/50943


